
 
 

● 県警のホームページﾞにも掲載しています。  
● 毎月第二・第四水曜日（祝日、年末年始を除く）に新情報をメール配信しています。 

（申込方法は県警ＨＰ参照） 
● 二次元コードからＳＤ情報のＨＰに直接アクセスできます。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ５ 年 ８ 月 ９ 日 ( 水 ) 

富山県警察本部交通企画課 

(０７６)４４１-２２１１(代)  

 令和５年７月１日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車

として、新たな交通ルールが適用されます。 

〇基準を満たしていない場合は公道を走れません。 
〇基準を満たすものには製造時に性能等確認済み 
シールが貼付されます。 

所有者は、市町村へ軽自動車税

の申告をし、ナンバープレートを

取り付けてください。 

〇所有者は、加入時に配布されるステッカーを

ナンバープレートに貼付してください。 
〇運行の際は、加入時に配布される証明書を携

行してください。 

原則、車道を通行し、信

号を守らなければなりませ

ん。(※自転車道通行可) 
また、原則道路左側端を

通行し、右側を通行しては

いけません。 

左折時は、後方の安全確認

と左折合図を行い、横断中の

歩行者の通行を妨げないよ

う、道路の左端に沿って曲が

りましょう。右折時は、二段

階右折をしましょう。 

歩行者が横断しようとしているときは、横断歩

道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなけ

ればなりません。 

道路標識等により、通行を禁止されている道路

等を通行してはいけません。また、一時停止すべ

きとされているときは、停止線の直前(停止線がな

い場合は、交差点の直前)で 
一時停止をしてください。 

飲酒したときは、絶対に運転してはいけません。

飲酒運転は、きわめて悪質・危険な犯罪です。 
また、スマートフォン等 

で通話や画面を注視しながら 
運転してはいけません。 


